
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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た
る
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務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ
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年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
住

宅
支
援
び
ん

ご
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ

ン
タ
ー 

高
橋 

大
蔵 
広
島
県
尾
道

市
高
須
町
東

新
涯
四
七
五

五
番
地
三
九

こ
の
法
人
は
、
高
齢

者
等
及
び
一
般
の

人
々
に
対
し
て
、
高

齢
者
等
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
生
活
環
境

の
実
現
の
た
め
に
、

高
齢
者
等
の
賃
貸
住

宅
・
生
活
支
援
等
に

関
す
る
事
業
を
行

い
、
健
全
な
地
域
社

会
の
向
上
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

法
改
正
に
伴
う

字
句
の
変
更 

平
成
二
六
年

三
月
四
日 


